
（単位：円）

かがやき 令和の風 新成会
日本共産党

十日町市議団
伸暢 みつわ

６人 ５人 ４人 ３人 ３人 ３人

900,000 750,000 600,000 450,000 450,000 450,000 3,600,000

 調査研究費 744,080 733,300 545,149 73,268 322,075 204,839 2,622,711

 研修費 142,720 15,080 36,272 126,425 113,427 433,924

 広報費 0

 広聴費 7,775 7,775

 要請・陳情活動費 0

 会議費 0

 資料作成費 60,563 60,563

 資料購入費 13,200 5,280 90,270 108,750

 人件費 0

 事務所費 0

合     計 900,000 748,380 545,149 175,383 448,500 416,311 3,233,723

0 1,620 54,851 274,617 1,500 33,689 366,277

【政務活動費使途基準】

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

政務活動費執行状況報告

令和５年度

            会　　派

　政務活動費は、十日町市議会議員の調査研究に必要な経費の一部として、十日町市議会政務活動費の交付に関する条例
に基づき、交付申請を行った会派※に対し市から交付されます。会派に所属する議員１人につき年額１５万円を、人数分一括で
交付し、残金が生じた場合は市へ返還されます。　※所属議員１人の場合も含む。

合　　計
　項　　目

  調査研究費

　会議費

　資料作成費

　当初交付金額

支
　
　
　
　
出

　残額（返還額）

項　　　　目

  研修費

　広報費

　広聴費

　要請・陳情活動費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会への参加に要する経費

会派が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

会派が要請及び陳情活動を行うために必要な経費

　事務所費

　資料購入費

　人件費

会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費


